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事 務 連 絡

令和5年1月23日

各都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

厚生労働省医薬-生活衛生局医薬安全対策課

「「向精神薬が自動車の運転技能に及ぼす影響の評価方法に関する 

ガイドライン」について」の一部訂正について

令和4年12月27日付け薬生薬審発1227第3号、薬生安発1227第1号厚生 

労働省医薬•生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長連名通知「「向 

精神薬が自動車の運転技能に及ぼす影響の評価方法に関するガイドライン」に 

ついて」の別記の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。訂正 

後については、別紙のとおりですので、差し替え方お願いいたします。

なお、本事務連絡の写しについて、別記の関係団体並びに独立行政法人医薬品 

医療機器総合機構及び各地方厚生局宛てに発出するので、念のため申し添えま 

す。

記

誤 正

一般社団法人臨床睡眠医学会理 一般社団法人日本臨床睡眠医学会

事長 理事長

※下線部修正

以上



別記 

 

日本製薬団体連合会 

日本製薬工業協会 

米国研究製薬工業協会在日執行委員会 

一般社団法人 欧州製薬団体連合会 

公益社団法人 日本精神神経学会 

一般社団法人 日本臨床精神神経薬理学会 

一般社団法人 日本精神薬学会 

一般社団法人 日本神経精神薬理学会 

一般社団法人 日本てんかん学会 

一般社団法人 日本睡眠学会 

一般社団法人 日本臨床睡眠医学会 

日本うつ病学会 

日本統合失調症学会 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

各地方厚生局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


